
 

 

監 査 公 表 

静岡市監査公表第５号 

地方自治法第 252条の 38第６項の規定により、静岡市長及び静岡市教育委員会から措置

を講じた旨の通知があったので、これを公表する。 

平成 28年７月５日 

静岡市監査委員  村 松   眞 

同     杉 原 賢 一 

同     浅 場   武 

同     岩 崎 良 浩 

 

記 

 

１ 平成 21年度包括外部監査（補助金等の事務の執行について） 

（１）静岡市校長会等教育研究事業補助金（教育総務課） 

 【指摘事項】 

  ア 補助金等ごとに「交付要綱」等を作成しているか 

    補助金等を適正に交付するためには、個々の補助金等ごとに「交付要綱」等を整

備する必要がある。 

    なお、「交付要綱」等を制定すべきであるとの意見は、３年前に静岡市監査委員（以

下「市監査委員」という。）から指摘されている事項である。 

  イ 「交付要綱」等で交付目的が明文化されているか 

    各所管課は、「目的」が明文化されていない補助金等について、直ちに「交付要綱」

等にその支出の「目的」を記載すべきであると考える。 

  ウ 補助等の対象経費の範囲は「交付要綱」等で定められているか 

    市は、補助金等の対象となる経費の範囲を明確にしていない補助金等について、

その範囲を明らかにすることが必要である。 

  エ 補助等の割合等は「交付要綱」等で明確になっているか 

    補助等の目的があくまでも特定の事業や団体に対する支援であることを前提にす

れば、対象経費の全額を補助することは基本的に避けるべきであり、補助等の割合

や上限額を設定することによって、補助金等の交付金額の適正性を確保することが

必要であると考える。 

 

 【措置の状況】 

   平成 26年３月 31日付けで静岡市校長会等教育研究事業補助金交付要綱を制定し、同年

４月１日から施行しました。 

  当要綱の中で、①交付目的を明確にし、②補助等の対象経費の範囲を定め、③補助等



 

 

の割合等を明確にしました。 

  なお、交付要綱の制定に際して、措置状況の報告を失念したことにより、今回の報告

となりました。 

 

（２）静岡市静岡平和資料センター事業補助金（教育総務課） 

 【指摘事項】 

  ア 補助金等ごとに「交付要綱」等を作成しているか 

    補助金等を適正に交付するためには、個々の補助金等ごとに「交付要綱」等を整

備する必要がある。 

    なお、「交付要綱」等を制定すべきであるとの意見は、３年前に市監査委員から指

摘されている事項である。 

  イ 「交付要綱」等で交付目的が明文化されているか 

    各所管課は、「目的」が明文化されていない補助金等について、直ちに「交付要綱」

等にその支出の「目的」を記載すべきであると考える。 

  ウ 補助等の対象経費の範囲は「交付要綱」等で定められているか 

    市は、補助金等の対象となる経費の範囲を明確にしていない補助金等について、

その範囲を明らかにすることが必要である。 

  エ 補助等の割合等は「交付要綱」等で明確になっているか 

    補助等の目的があくまでも特定の事業や団体に対する支援であることを前提にす

れば、対象経費の全額を補助することは基本的に避けるべきであり、補助等の割合

や上限額を設定することによって、補助金等の交付金額の適正性を確保することが

必要であると考える。 

 

 【措置の状況】 

  平成 26 年４月１日付けで静岡市静岡平和資料センター事業補助金交付要綱を制定し、

同日施行しました。 

  当要綱の中で、①交付目的を明確にし、②補助等の対象経費の範囲を定め、③補助等

の割合等を明確にしました。 

  なお、交付要綱の制定に際して、措置状況の報告を失念したことにより、今回の報告

となりました。 

 

（３）静岡市ＰＴＡ連絡協議会運営事業費等補助金（学校教育課） 

 【指摘事項】 

  ア 補助金等ごとに「交付要綱」等を作成しているか 

    補助金等を適正に交付するためには、個々の補助金等ごとに「交付要綱」等を整

備する必要がある。 



 

 

    なお、「交付要綱」等を制定すべきであるとの意見は、３年前に市監査委員から指

摘されている事項である。 

  イ 補助等の割合等は「交付要綱」等で明確になっているか 

    補助等の目的があくまでも特定の事業や団体に対する支援であることを前提にす

れば、対象経費の全額を補助することは基本的に避けるべきであり、補助等の割合

や上限額を設定することによって、補助金等の交付金額の適正性を確保することが

必要であると考える。 

 

 【措置の状況】 

  平成 26年４月１日付けで静岡市ＰＴＡ連絡協議会運営事業費等補助金交付要綱を制定

し、同日施行しました。 

  当要綱の中で、補助等の割合等を明確にしました。 

  なお、交付要綱の制定に際して、措置状況の報告を失念したことにより、今回の報告

となりました。 

 

（４）静岡市立中学校部活動振興育成会運営事業等補助金（学校教育課） 

 【指摘事項】 

  ア 補助金等ごとに「交付要綱」等を作成しているか 

    補助金等を適正に交付するためには、個々の補助金等ごとに「交付要綱」等を整

備する必要がある。 

    なお、「交付要綱」等を制定すべきであるとの意見は、３年前に市監査委員から指

摘されている事項である。 

  イ 補助等の対象経費の範囲は「交付要綱」等で定められているか 

    市は、補助金等の対象となる経費の範囲を明確にしていない補助金等について、

その範囲を明らかにすることが必要である。 

  ウ 補助等の割合等は「交付要綱」等で明確になっているか 

    補助等の目的があくまでも特定の事業や団体に対する支援であることを前提にす

れば、対象経費の全額を補助することは基本的に避けるべきであり、補助等の割合

や上限額を設定することによって、補助金等の交付金額の適正性を確保することが

必要であると考える。 

  エ 対象経費が不明確な状況で補助額の適正性を検証できるか 

    補助等の対象経費が交付要綱等で明文化されていない状況のもとでは、その算定

根拠を確認することができず、また、後日、補助金等の使途を検証することもでき

ない。 

    補助額の算定の適正性を確保するためにも、補助等の対象となる経費を交付要綱

等で明確にすることが必要である。 



 

 

 

 【措置の状況】 

  平成 26年４月１日付けで静岡市立中学校部活動振興育成会運営事業等補助金交付要綱

を制定し、同日施行しました。 

  当要綱の中で、①補助等の対象経費の範囲を定め、②補助等の割合等を明確にすると

ともに、③補助額の適正性を検証することとしました。 

  なお、交付要綱の制定に際して、措置状況の報告を失念したことにより、今回の報告

となりました。 

 

（５）生徒指導対策事業補助金（学校教育課） 

 【指摘事項】 

  ア 補助等の見直しの時期が明確になっているか 

    市は、見直しの時期（終期）を明確にし、改めて補助金等の目的（公益上の必要

性）及びその効果を検証し、今後も公益上必要であると認められる限りにおいて、

補助事業を継続するという仕組みを構築すべきである。 

  イ 補助等の割合等は「交付要綱」等で明確になっているか 

    補助等の目的があくまでも特定の事業や団体に対する支援であることを前提にす

れば、対象経費の全額を補助することは基本的に避けるべきであり、補助等の割合

や上限額を設定することによって、補助金等の交付金額の適正性を確保することが

必要であると考える。 

 

 【措置の状況】 

  当該補助金は、事業の精査を行った結果、公費として負担すべき経費を学校配当予算

の中に組み入れることにより、平成 26年度をもって廃止しました。 

  なお、補助金の廃止に際して、措置状況の報告を失念したことにより、今回の報告と

なりました。 

 

（６）静岡市中学校体育連盟運営事業費等補助金（学校教育課） 

 【指摘事項】 

  ア 補助金等ごとに「交付要綱」等を作成しているか 

    補助金等を適正に交付するためには、個々の補助金等ごとに「交付要綱」等を整

備する必要がある。 

    なお、「交付要綱」等を制定すべきであるとの意見は、３年前に市監査委員から指

摘されている事項である。 

  イ 補助等の対象経費の範囲は「交付要綱」等で定められているか 

    市は、補助金等の対象となる経費の範囲を明確にしていない補助金等について、



 

 

その範囲を明らかにすることが必要である。 

  ウ 補助等の割合等は「交付要綱」等で明確になっているか 

    補助等の目的があくまでも特定の事業や団体に対する支援であることを前提にす

れば、対象経費の全額を補助することは基本的に避けるべきであり、補助等の割合

や上限額を設定することによって、補助金等の交付金額の適正性を確保することが

必要であると考える。 

  エ 対象経費が不明確な状況で補助額の適正性を検証できるか 

    補助等の対象経費が交付要綱等で明文化されていない状況のもとでは、その算定

根拠を確認することができず、また、後日、補助金等の使途を検証することもでき

ない。 

    補助額の算定の適正性を確保するためにも、補助等の対象となる経費を交付要綱

等で明確にすることが必要である。 

 

 【措置の状況】 

  平成 26年４月１日付けで静岡市中学校体育連盟運営事業費等補助金交付要綱を制定し、

同日施行しました。 

  当要綱の中で、①補助等の対象経費の範囲を定め、②補助等の割合等を明確にすると

ともに、③補助額の適正性を検証することとしました。 

  なお、交付要綱の制定に際して、措置状況の報告を失念したことにより、今回の報告

となりました。 

 

（７）遠隔地校校外教育活動補助金[現 静岡市中山間地域学校ＰＴＡ校外教育支援事業補

助金]（学校教育課）  

 【指摘事項】 

  ア 補助等の割合等は「交付要綱」等で明確になっているか 

    補助等の目的があくまでも特定の事業や団体に対する支援であることを前提にす

れば、対象経費の全額を補助することは基本的に避けるべきであり、補助等の割合

や上限額を設定することによって、補助金等の交付金額の適正性を確保することが

必要であると考える。 

 

 【措置の状況】 

  平成 26年４月１日付け施行の静岡市中山間地域学校ＰＴＡ校外教育支援事業補助金交

付要綱の中で、補助等の割合等を明確にしました。 

  なお、交付要綱の制定に際して、措置状況の報告を失念したことにより、今回の報告

となりました。 

 



 

 

２ 平成 23年度包括外部監査（水道事業及び下水道事業に関する財務事務の執行並びに経

営に係る事業の管理について） 

（１）水道料金及び下水道使用料の債権管理の強化（営業課） 

 【指摘事項】 

  水道料金及び下水道使用料に係る滞納債権圧縮目的を達成するためには、まずは長期

滞納者の財産状況等を十分に分析し、識別し、結果として納付意識が欠如している滞納

者であるかどうかといった性質の類型化をする必要がある。 

 

 【措置の状況】 

  効率のよい滞納整理を実施するため、交渉記録、納付状況及び納付書等の返戻状況等

営業課が独自に保有している情報を基に、料金システムのデータ抽出機能を活用し、以

下の基準により滞納者の類型化をおこないました。 

①所在の有無 

②督促状により納付する軽微な滞納者 

③給水停止予告により納付する滞納者 

④給水停止後に納付する滞納者 

⑤給水停止しても納付しない滞納者 

⑥給水停止ができない（下水道使用料の滞納のみ等）滞納者 

⑦高額・悪質滞納者 

  この類型化を行うことによって、法的な処分を伴わない範囲において、現年度分及び

軽易な過年度分の徴収業務については民間委託業者が担当し、未納料金の早期回収・滞

納発生件数の抑制を目指し、営業課職員は、高額滞納者・悪質滞納者等にかかわる不良

債権の整理に注力し、加えて「支払督促」等の法的措置を行うことで、債権回収の体制

を強化しました。 

  下水道使用料の滞納分については、質問調査権の活用により預金調査を実施しました。

今後も財産調査を実施し、強制徴収を進めていきます。 

 

（２）退職給与引当金（水道総務課、下水道総務課） 

 【指摘事項】 

  「発生主義の原則」に従って退職給与引当金を計上し、期間損益計算の適正化による

経営成績の適正表示及び財政状態の適正表示に努めなければならない。 

地方公営企業会計の目的を達成するため、退職給与引当金に関する適正な基準を定め、

その基準に基づいて計上する必要がある。 

 

 【措置の状況】 

  退職給与引当金については、総務省によれば、原則として「発生主義の原則」に従っ



 

 

て各会計における職員の在籍期間に応じて計算した額を計上することが望ましいとされ

ているため、「在籍期間に応じて負担」することが妥当であると考えております。 

  しかし、総務省の見解はあくまでも原則で、最終的な判断は各自治体に委ねられてお

り、本市における各会計間の異動者に係る退職金については、「静岡市職員退職手当支給

条例」及び「静岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例」において「退職時の

所属（会計）において全額負担」することが規定されているため、現行の引当金の計上

はこの方法に従っております。 

  本市における各会計間の人員構成等（①平均給料②平均年齢③職員数）については大

きな違いはなく、その場合、総務省のＱ＆Ａにおいて「年度末に所属している職員の一

般会計負担分を控除する前の期末要支給額を公営企業会計負担分とする方法でも差し支

えない」とされていること、「在籍期間」を算定するためのシステム変更や全職員の過去

のデータ入力等に膨大な費用と時間を要することから、費用対効果や効率性等総合的に

検討した結果、「退職時の所属（会計）において全額負担」し、「期末に所属する職員の

期末要支給額の総額」により引当金を計上する現行の方法で、適正であると判断しまし

た。 

 

３ 平成 24年度包括外部監査（高齢化対策事業の事務の執行について） 

（１）≪要介護認定≫直営と委託（介護保険課） 

 【指摘事項】 

  要介護認定の認定者数は年々増加し続けており、今後も増加していくことが見込まれ

ている。こうした環境下において、認定業務を直営のみで対応するのはやはり困難であ

り、外部委託を有効に活用することが必要である。 

外部委託については、事務受託法人に対し、認定業務を委託する方法を導入するべき

であると考える。事務受託法人への委託は、政令指定都市でも約４割は導入しており、

静岡市においても導入可能な方法である。事務受託法人が、市で実務経験をした優秀な

非常勤職員の受け皿となり、調査実務の専門家集団となれば、市が認定業務を委託でき

る相手先として、十分に機能し、有効に活用することができると考える。 

 

 【措置の状況】 

  市町村事務受託法人への委託については、市内法人の意向調査結果や関係課と検討し

た結果、市として、今後の効率的な業務や質の担保などから「適正な法人に委託する」

という方針を掲げました。 

  この方針に基づき、第３次行財政改革推進大綱計画に搭載しました。県との協議を行

い、対象要件に見合う法人と折衝を進めておりますが、初期費用の工面や指導者の育成、

委託料単価などの折り合いがつかず実施に至っておりません。委託料の単価の再検討も

含め、対象法人とは今後も継続して協議を進め、平成 29年度の実施を目指します。 


